
 - 1 - 

 

＜別紙１＞ 

各社の会社概要 

 

■日本電気株式会社 

売上高： 平成 16 年度実績 単独 2 兆 4,268 億円   連結 4 兆 8,551 億円 

従業員数： 単独 23,552 名  連結 148,540 名(平成 17 年 9 月末) 

主な事業内容： 

コンピュータ、通信機器、ソフトウェアなどの製造および販売ならびに

関連サービスの提供を含む IT・ネットワークソリューション事業 

 

■ＮＥＣインフロンティア株式会社 

売上高： 平成 16 年度実績 単独 838 億円  連結 1,082 億円 

従業員数： 単独 1,351 人 連結 3,293 人（平成 17 年 9 月末） 

主な事業内容： 

キーテレフォン、IP テレフォニー、POS、自動認識、決済端末、Web アプ

ライアンス、業種別ソリュ―ション、ネットワークソリューションなど

の事業 

 

■ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 

売上高： 平成 16 年度実績 単独 1,924 億円  連結 1,986 億円 

従業員数： 単独 2,877 人  国内連結 3,249 人（平成 17 年 3 月末） 

主な事業内容：  

ネットワークシステムに関する、企画・コンサルティングや設計・構築、

国内約 200 ヶ所のサービス拠点による 24 時間 365 日対応の保守･運用･

監視サービスなどの提供 

 

■ＮＥＣテレネットワークス株式会社 

売上高： 平成 16 年度実績 404 億円 

従業員数： 1,364 人（平成 17 年 3 月末） 

主な事業内容：  

交換、搬送通信、無線通信（マイクロ･衛星）、通信制御、放送映像、宇

宙関連の機器･設備に関する保守サービス、技術コンサルティング、運用

サポート、修理、現地調整、開発、設計など 

 

 



 - 2 - 

＜別紙２＞ 

公開買い付けの概要 

 

1. 公開買付けの概要 
(1) ＮＥＣインフロンティアの概要 ： 下記３．記載のとおり 
(2) 買付けを行う株券等の種類 ： 普通株式 
(3) 公開買付期間 ：平成１７年１１月２５日(金)～平成１８年１月１２日(木) 

  (４９日間) 

(4) 買付価格 ： 1 株につき５６９円 
(5) 買付価格の算定の基礎 ： 
ＮＥＣインフロンティアの市場株価、財務状況および将来性、第三者算定

人（大和証券エスエムビーシー株式会社）によるＮＥＣインフロンティア

の株式価値評価、公開買付けおよびそれに続く株式交換によりＮＥＣイン

フロンティア株式の流動性が失われる可能性等の諸要素を総合的に勘案

し決定いたしました。ＮＥＣインフロンティア株式の東京証券取引所市場

第一部における平成１７年１１月２２日までの１ヵ月間における株価終

値平均４７４円に約２０％のプレミアムを加算した金額であり、同日の株

価終値４７７円に約１９.３％のプレミアムを加算した金額となります。 

(6) 買付予定株式総数 ：  ５８,９４８,３７２株  

買付予定株式数 ：  ５８,９４８,３７２株 

超過予定株式数 ：  ０株 

（注１）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。 

（注２）当社は応募株券の全部の買付けを行います。ＮＥＣインフロンティアが 

所有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はあ

りません。公開買付期間中にＮＥＣインフロンティアのストックオプシ

ョンに係る新株予約権（旧商法第 210 条ノ２第２項の規定に基づき付与

されたストックオプションを含みます。以下同じ。）が行使される可能性

があり、当該行使により発行または移転されるＮＥＣインフロンティア

株式も本公開買付けの対象とします。買付予定株式数は、ＮＥＣインフ

ロンティアの発行済株式総数から当社の買付前所有株式数およびＮＥＣ

インフロンティアが所有する自己株式数を控除した数に、公開買付期間

末日までにＮＥＣインフロンティアのストックオプションに係る新株予

約権の行使により発行または移転される可能性のあるＮＥＣインフロン

ティア株式の最大数を加算した株式数です。 

(7) 公開買付けによる所有株式数の異動 
買付前所有株式数 ：６７,５５４,９８０株（所有比率  ５３.３１％） 

買付後所有株式数 ：１２６,５０３,３５２株（所有比率 １００.００％） 

（注１）買付後所有株式数は、買付予定株式総数 58,948,372 株を買付けた場合の 

株式数です。 

（注２）買付前所有株式数の比率はＮＥＣインフロンティアの発行済株式総数 

126,724,074 株(平成１７年９月３０日現在)を基準に算出しております。 
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（注３）買付後所有株式数の比率はＮＥＣインフロンティアの発行済株式総数 

126,724,074 株（平成１７年９月３０日現在）からＮＥＣインフロンテ

ィアの所有する自己株式数９５２,７２２株（平成１７年９月３０日現

在）を控除した数に、公開買付期間末日までにＮＥＣインフロンティア

のストックオプションに係る新株予約権の行使により発行または移転さ

れる可能性のあるＮＥＣインフロンティア株式の最大数７３２,０００

株を加算した株式数を基準に算出しております。 

(8) 公開買付開始公告日 ： 平成１７年１１月２５日（金） 

(9) 公開買付代理人 ： 大和証券エスエムビーシー株式会社 

            大和証券株式会社（注） 

（注）大和証券株式会社は大和証券エスエムビーシー株式会社の復代理人です。 

(10) 買付けに要する資金 ： ３３,５４２百万円 
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2. 株式交換の当事会社の概要（平成１７年９月３０日現在） 
商号 日本電気株式会社 ＮＥＣインフロンティア株式会社 

事業内容 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、通信機器、ｿﾌﾄｳｪｱなどの製

造および販売ならびに関連ｻｰﾋﾞｽの提

供を含む IT・ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 

情報通信システム、業務用端末機器

などの開発、製造、販売ならびにシ

ステムソリューション事業 

設立年月日 明治３２年７月１７日 昭和７年１１月１７日 

本店所在地 東京都港区芝五丁目７番１号 
神奈川県川崎市高津区北見方二丁

目６番１号 

代表者 
代表取締役執行役員社長 

金杉 明信 

代表取締役社長 

木内 和宣 

資本金 ３３７,８２１百万円 １０,３３１百万円 

発行済株式総数 １,９９５,９２３,３８４株 １２６,７２４,０７４株 

株主資本 ９７７,９２３百万円 ２９,３２３百万円 

総資産 ２,４００,２５５百万円 ５４,３３３百万円 

決算期 ３月３１日 ３月３１日 

従業員数 ２３,５５２名 １,３５１名 

主要取引先 ＮＴＴグループ、官公庁 ＮＥＣグループ、ＮＴＴグループ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株

式会社（信託口） 

4.98％ 日本電気株式会社 

 

53.31％ 

日本 ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式

会社（信託口） 

3.60％ モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ

ー・アンド・カンパニ

ー・インターナショナ

ル・リミテッド 

2.65％ 

日本生命保険相互会社 2.06％ 三井住友海上火災保険

株式会社 

1.88％ 

大株主および 

持株比率 

住友生命保険相互会社 2.05％ 株式会社あおぞら銀行 1.78％ 

主要取引銀行 
株式会社三井住友銀行 

住友信託銀行株式会社 

株式会社三井住友銀行 

住友信託銀行株式会社 

資本関係 

 

当社はＮＥＣインフロンティアの発行済株式の５３ .３

１％を所有しております。 

人的関係 

 

当社の執行役員または従業員がＮＥＣインフロンティアの

取締役(２名)および監査役(２名)を兼務しております。 当事会社の関係 

取引関係 

 

当社は、ＮＥＣインフロンティアから、キーテレフォンお

よびＰＯＳ製品等の購入を行うほか、パソコン、サーバ、

ＰＢＸ等の情報処理機器を販売しています。 
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3. 最近３決算期間の業績 
 日本電気株式会社 ＮＥＣインフロンティア株式会社 

決算期 平成１５年

３月期 

平成１６年

３月期 

平成１７年

３月期 

平成１５年

３月期 

平成１６年 

３月期 

平成１７年

３月期 

売上高 

（百万円） 
2,781,436 2,509,114 2,426,835 89,464 84,706 83,816 

営業損益 

（百万円） 
24,890 16,252 22,083 ▲1,972 ▲1,594 ▲406 

経常損益 

（百万円） 
6,119 31,900 40,245 185 ▲1,871 407 

当期純損益 

（百万円） 
▲14,917 25,253 24,254 ▲185 ▲736 121 

１株あたり 

当期純損益 
▲9.01 円 14.43 円 12.49 円 ▲1.47 円 ▲5.86 円 0.97 円 

１株あたり 

年間配当金 
－ 6.00 円 6.00 円 6.00 円 6.00 円 6.00 円 

１株あたり 

株主資本 
406.26 円 473.87 円 474.41 円 251.92 円 240.75 円 235.66 円 

 

4. ＮＥＣインフロンティアとの公開買付けに関する合意 
本公開買付けについて、ＮＥＣインフロンティアの取締役会は賛同の意を表明し

ております。 

 

5. 今後の見通し（株式交換について） 
当社は、ＮＥＣインフロンティアを完全子会社化することを目的としているため、

本公開買付けによりＮＥＣインフロンティアの発行済株式のすべて（但し、ＮＥ

Ｃインフロンティアが所有する自己株式を除きます。）を取得できない場合は、平

成１８年５月１日を株式交換の日として（但し、当社が簡易株式交換手続によら

ない場合は、これより後の日となる予定です。）ＮＥＣインフロンティアとの間で

株式交換を行い、ＮＥＣインフロンティアを当社の完全子会社とする予定です。

この株式交換により、本公開買付けに応募されなかったＮＥＣインフロンティア

の株式はすべて当社の株式と交換され、当社の株式１株以上を割当てられたＮＥ

Ｃインフロンティアの株主は、当社の株主となります。また、ＮＥＣインフロン

ティアは、この株式交換により当社の完全子会社となるため、株式会社東京証券

取引所の株券上場廃止基準に従い上場廃止となる見込みです。なお、本公開買付

けの結果によっては、ＮＥＣインフロンティアは、本公開買付けにより上場廃止

となる可能性もあります。 

上記の株式交換における株式交換比率は、今後当社とＮＥＣインフロンティアが

実施する企業価値評価およびデューディリジェンスの結果その他の要因を加味し

て、当社とＮＥＣインフロンティアそれぞれの株主の利益に十分配慮し、本公開

買付け終了後に当社とＮＥＣインフロンティアが協議の上、平成１８年２月末を

目途に決定する予定です。この株式交換によってＮＥＣインフロンティアの株主
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が受け取る対価（当社の株式。但し、当社の１株未満の端数株を割当てられた場

合は、端数株売却代金の分配となります。）が本公開買付けに応募する場合の対価

（金銭）と同等の経済的価値となる保証はありません。本公開買付けは、ＮＥＣ

インフロンティアの株主にとって、本公開買付けに応じてＮＥＣインフロンティ

アの株式を売却することにより、株式交換により当社の株式を割当てられる場合

（当社の１株未満の端数株を割当てられた場合は、端数株売却代金を分配される

場合）に比べ、金銭による対価を早期に受領することを可能とするものです。な

お、株式交換契約の承認を求めるＮＥＣインフロンティアの臨時株主総会におい

て反対の議決権を行使するＮＥＣインフロンティアの株主は、商法の規定に従い

ＮＥＣインフロンティアに対して株式の買取請求を行うことができます。但し、

買取請求における買取価格は本公開買付けの買付価格と異なる可能性があります。 

なお、上記の株式交換の実施についても、ＮＥＣインフロンティアとの間で基本

合意をしており、以下の日程で実施される予定です。また、当社は、株式交換契

約がＮＥＣインフロンティアの臨時株主総会で承認された場合、平成１８年７月

１日を目途として両社のＩＰテレフォニー製品の開発・製造に係る事業をＮＥＣ

インフロンティアに統合するために、速やかに協議を開始する旨、ＮＥＣインフ

ロンティアとの間で合意しております。株式交換比率、株式交換後の状況等につ

いては、決定され次第速やかに公表いたします。 

 

 株式交換の日程（予定） 

  平成１８年２月  株式交換契約書承認取締役会 

     株式交換契約書の締結 

  平成１８年３月  株式交換契約書承認臨時株主総会 

  平成１８年５月１日  株式交換の日 

 

 （注）持株比率等の計算にあたっては、小数点以下第３位を四捨五入して 

います。 

以上 
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＜将来予想に関する注意＞ 

本資料には当社および連結子会社（以下ＮＥＣと総称します。）の戦略、財務目標、

技術、製品、サービス、業績等に関する将来予想に関する記述が含まれています。

将来予想は、ＮＥＣが証券取引所や米国証券取引委員会等の規制当局に提出する

他の資料および株主向けの報告書その他の通知に記載されている場合があります。

ＮＥＣは、そのような開示を行う場合、将来予想に関するセーフハーバー

（safe-harbor）規則を定めている 1995 年米国民事証券訴訟改革法（Private 

Securities Litigation Reform Act of 1995）その他の適用法令に準拠していま

す。これらの記述は、現在入手可能な仮定やデータ、方法に基づいていますが、

そうした仮定やデータ、方法は必ずしも正しいとは限らず、ＮＥＣは予想された

結果を実現できない場合があります。また、これら将来予想に関する記述は、あ

くまでＮＥＣの分析や予想を記述したものであって、将来の業績を保証するもの

ではありません。このため、これらの記述を過度に信頼することは控えるようお

願いします。また、これらの記述はリスクや不確定な要因を含んでおり、様々な

要因により実際の結果とは大きく異なりうることをあらかじめご承知願います。

実際の結果に影響を与える要因には、(1)ＮＥＣの事業領域を取り巻く国際経済・

経済全般の情勢、(2)市場におけるＮＥＣの製品、サービスに対する需要変動や競

争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてＮＥＣが引

き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供し続けていくことができる能

力、(4)ＮＥＣが中国等の海外市場において事業を拡大していく能力、(5)ＮＥＣ

の事業活動に関する規制の変更や不透明さ、潜在的な法的責任、(6)市場環境の変

化に応じてＮＥＣが経営構造を改革し、事業経営を適応させていく能力、(7)為替

レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動等があります。将来予想に関す

る記述は、あくまでも公表日現在における予想です。新たなリスクや不確定要因

は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。

また、新たな情報、将来の事象その他にかかわらず、ＮＥＣがこれら将来予想に

関する記述を見直すとは限りません。 

 

本資料に含まれる経営目標は、予測や将来の業績に関する経営陣の現在の推定を

表すものではなく、ＮＥＣが事業戦略を遂行することにより経営陣が達成しよう

と努める目標を表すものです。 

 

本資料に含まれる記述は、証券の募集を構成するものではありません。いかなる

国・地域においても、法律上証券の登録が必要となる場合は、証券の登録を行う

場合または登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または売出しを行うこと

はできません。たとえば、米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年

米国証券法に基づく証券の登録が行われ、ＮＥＣおよび経営陣に関する詳細な情

報ならびに財務諸表が掲載された英文目論見書をもって公募を行うことになりま

す。 

 


